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亀山市条例第２１号 

 

亀山市子どもの出生祝金条例を廃止する条例 

 

亀山市子どもの出生祝金条例（平成２３年亀山市条例第３４号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による廃止前の亀山市子どもの出生祝金条例（以

下「旧条例」という。）の規定による子どもの出生祝金（以下「祝金」という。）  

の支給を受けることができる者であって、祝金の支給を受けていないものに係る祝金

の支給については、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の例による。この場合

においては、旧条例第４条第２項の規定は適用せず、随時支給するものとする。 


